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第
八
十
九
号
議
案 

 
 

 

 
 

 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
中
「
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
除
く
」
を
「
年
齢
十
六
歳
未
満
の
者
に

限
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
）
及
び
」
を
「
）
、
」
に
改
め
、
「
発
電
事
業
等
」
と
い
う
。
）
」

の
下
に
「
及
び
同
法
第
二
条
第
一
項
第
十
五
号
の
三
に
規
定
す
る
特
定
卸
供
給
事
業
（
第
三
十
一

条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
卸
供
給
事
業
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
及
び
発
電
事
業
等
」
を
「
、
発
電
事
業
等
及
び
特

定
卸
供
給
事
業
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項

の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規

定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

改
正
後
の
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業

年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  
 

令
和
三
年
六
月
十
四
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
法
人
事
業
税
に
つ
い
て
電
気
事
業
法
に
基
づ
く
特
定
卸
供
給

事
業
に
係
る
課
税
方
式
を
定
め
る
等
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
九
十
号
議
案 

埼
玉
県
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例 

 

埼
玉
県
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼

玉
県
条
例
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
八
条
中
「
第
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
） 

第
二
十
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条

例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の

他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の

他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又

は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子

的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作

ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
三
年
六
月
十
四
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
婦
人
保
護
施
設
が
行

う
書
面
の
作
成
等
に
関
し
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
と
し
た
い
の
で
、

こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
九
十
一
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
埼
玉
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
」

を
「
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
」

に
改
め
、
「
過
疎
地
域
（
」
の
下
に
「
同
法
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
十
四
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
区
域
を
含
む
。
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
埼
玉
県
理
学
療
法
士
等
修
学
資
金
貸
与
条

例
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

  
 

令
和
三
年
六
月
十
四
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
い
、
理
学
療
法
士
等
修

学
資
金
の
返
還
免
除
の
要
件
を
改
め
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
九
十
二
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す 

る
条
例 

 

埼
玉
県
保
護
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉

県
条
例
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
就
業
環
境
の
整
備
） 

第
七
条
の
二 

保
護
施
設
は
、
利
用
者
に
対
し
適
切
な
処
遇
を
行
う
観
点
か
ら
、
職
場
に
お
い
て

行
わ
れ
る
性
的
な
言
動
又
は
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言
動
で
あ
っ
て
業
務
上
必
要
か
つ

相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
に
よ
り
職
員
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の

方
針
の
明
確
化
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
） 

第
七
条
の
三 

保
護
施
設
の
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
六
条
の
四
に
規

定
す
る
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

第
八
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

保
護
施
設
は
、
前
項
に
規
定
す
る
訓
練
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
地
域
住
民
の
参
加
が
得
ら
れ

る
よ
う
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
衛
生
管
理
等
） 

第
十
八
条 

救
護
施
設
の
衛
生
管
理
等
に
係
る
基
準
は
、
省
令
第
十
五
条
に
規
定
す
る
基
準
の
例

に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 

第
二
十
六
条
後
段
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
八
条
中
「
第
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
省
令
第
十
五
条
」
と
、
第
二
十
条
中
「
第
十
六
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
二

条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
十
六
条
の
二
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
十
三
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
七
条
の
二
に
お
い

て
準
用
す
る
省
令
第
十
五
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
十
九
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
十
三
条
に
お
い
て
準

用
す
る
省
令
第
十
五
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
四
十
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 
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１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
に
係
る
経
過
措
置
） 

２ 
改
正
後
の
第
七
条
の
三
（
改
正
後
の
第
四
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
省
令
第
六
条
の
四
の
規
定
の
例
に
よ
る
と
さ
れ
た
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と

あ
る
の
は
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
「
実
施
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
実
施

す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
「
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
」
と
す
る
。 

 

（
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
係
る
経
過
措
置
） 

３ 

改
正
後
の
第
十
八
条
（
改
正
後
の
第
二
十
六
条
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
九
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
省
令
第
十
五
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
と
さ
れ
た
同

条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
は
、
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。 

  
 

令
和
三
年
六
月
十
四
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

救
護
施
設
、
更
生
施
設
、
授
産
施
設
及
び
宿
所
提
供
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
保
護
施
設
等
に
係
る
運
営
に
関
す
る
基
準
を
改
定
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を

提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
九
十
三
号
議
案 

 
 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
の
一 

 
 

 

部
を
改
正
す
る
条
例 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
（
平
成
二 

十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

目
次
中 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

の
二
」
を
「
第
三
百
七
十
六
条
の
三
」
に
、
「
第
三
百
九
十
二
条
の
二
」
を
「
第
三
百
九
十
二
条 

の
三
」
に
、
「
第
二
節 

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
三
百
九
十
五
条
―
第
四
百
三
十
七 

条
）
」
を 

に
改
め
る
。 

 

第
二
百
十
条
第
一
項
中
「
特
例
介
護
給
付
費
」
と
あ
る
の
は
「
特
例
介
護
給
付
費
」
の
下
に
「
又

は
特
例
訓
練
等
給
付
費
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
十
七
節 

雑
則 

 

（
電
磁
的
記
録
等
） 

第
二
百
十
条
の
二 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、

謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
二
百
六
十

九
条
の
二
、
第
三
百
五
十
八
条
の
二
、
第
三
百
七
十
六
条
の
三
、
第
三
百
九
十
二
条
の
三
及
び

関
す
る 

 
 

 

」 

「 

第
三
款 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
二
百
十
九
条
―
第
二
百
六
十
九
条
）
」 

「
第
九 

「
第
九
節 

多 

 

第
十
節 

雑 

節 

多
機
能
型
に
関
す
る
特
例
（
第
三
百
五
十
六
条
―
第
三
百
五
十
八
条
）
」

を 
「
第
三
百
七
十
六
条 

「
第
十
六
節 

振
興
山
村
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に 

 
 

 
 

 
 

基
準
（
第
二
百
六
条
―
第
二
百
十
条
） 

「
第
十
六
節 
振
興
山
村
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

 
 

 
 

 
 

基
準
（
第
二
百
六
条
―
第
二
百
十
条
） 

 

第
十
七
節 

雑
則
（
第
二
百
十
条
の
二
） 

に
関
す
る 

  
 

 
 

」 

 

「 

第
三
款 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
二
百
十
九
条
―
第
二
百
六
十
九
条
） 

 

第
三
節 

雑
則
（
第
二
百
六
十
九
条
の
二
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

機
能
型
に
関
す
る
特
例
（
第
三
百
五
十
六
条
―
第
三
百
五
十
八
条
） 

則
（
第
三
百
五
十
八
条
の
二
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

「
第
二
節 

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
三
百
九
十
五
条
―
第
四
百
三
十
七
条
） 

 

第
三
節 

雑
則
（
第
四
百
三
十
八
条
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
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第
四
百
三
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も

の
（
第
十
一
条
第
一
項
（
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
四
条
の
四
、
第
四
十
九

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
十
五
条
、
第
九
十
五
条
の
五
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
四
十
九

条
、
第
百
四
十
九
条
の
四
、
第
百
五
十
九
条
、
第
百
五
十
九
条
の
四
、
第
百
七
十
二
条
、
第
百

八
十
五
条
、
第
百
九
十
条
、
第
百
九
十
四
条
、
第
百
九
十
四
条
の
十
二
、
第
百
九
十
四
条
の
二

十
並
び
に
第
二
百
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
（
第
四
十

四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
四
条
の
四
、
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十

八
条
、
第
九
十
五
条
、
第
九
十
五
条
の
五
、
第
百
十
条
、
第
百
十
条
の
四
、
第
百
二
十
三
条
、

第
百
四
十
九
条
、
第
百
四
十
九
条
の
四
、
第
百
五
十
九
条
、
第
百
五
十
九
条
の
四
、
第
百
七
十

二
条
、
第
百
八
十
五
条
、
第
百
九
十
条
、
第
百
九
十
四
条
、
第
百
九
十
四
条
の
十
二
、
第
百
九

十
四
条
の
二
十
、
第
二
百
一
条
、
第
二
百
一
条
の
二
の
十
、
第
二
百
一
条
の
十
二
並
び
に
第
二

百
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
四
条
第
一
項
、
第
百
四
条
第

一
項
（
第
百
十
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
八
条
の
三
第
一
項

（
第
二
百
一
条
の
二
の
十
及
び
第
二
百
一
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電

磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
交
付
、
説
明
、
同
意
、
締
結
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
交
付
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い

て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
交
付
等

の
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
交
付
等
の
相
手
方
が
利
用
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
利
用
者

に
係
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
書
面
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
（
電

子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
四
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
三
節 

雑
則 

 

（
電
磁
的
記
録
等
） 

第
二
百
六
十
九
条
の
二 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
二
百
二
十
条
第
一
項
、
第
二
百
二
十
四
条
及
び
次
項
に
規
定

す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ

り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
交
付
等
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い
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て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
交
付
等

の
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
交
付
等
の
相
手
方
が
利
用
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
利
用
者

に
係
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
書
面
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
五
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
十
節 
雑
則 

 

（
電
磁
的
記
録
等
） 

第
三
百
五
十
八
条
の
二 
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
そ
の
職
員
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代

え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
そ
の
職
員
は
、
交
付
等
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い

て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
交
付
等

の
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
交
付
等
の
相
手
方
が
利
用
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
利
用
者

に
係
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
書
面
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
三
百
七
十
六
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
等
） 

第
三
百
七
十
六
条
の
三 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
保
存
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え

て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
そ
の
職
員
は
、
説
明
、
同
意
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
百
九
十
二
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
「
説
明
等
」
と
い
う
。
）
の
う

ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
当
該
説
明
等
の
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
説
明
等
の
相
手
方
が
利
用
者
で

あ
る
場
合
に
は
当
該
利
用
者
に
係
る
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
書
面
に

代
え
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
三
百
九
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
等
） 

第
三
百
九
十
二
条
の
三 

福
祉
ホ
ー
ム
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定

さ
れ
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書

面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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２ 

福
祉
ホ
ー
ム
及
び
そ
の
職
員
は
、
説
明
等
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う

こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
説
明
等
の
相
手
方
の
承

諾
を
得
て
、
当
該
説
明
等
の
相
手
方
が
利
用
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
利
用
者
に
係
る
障
害
の

特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
書
面
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

第
八
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
三
節 

雑
則 

 

（
電
磁
的
記
録
等
） 

第
四
百
三
十
八
条 

障
害
者
支
援
施
設
及
び
そ
の
職
員
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定

さ
れ
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書

面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

障
害
者
支
援
施
設
及
び
そ
の
職
員
は
、
交
付
等
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で

行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
交
付
等
の
相
手
方

の
承
諾
を
得
て
、
当
該
交
付
等
の
相
手
方
が
利
用
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
利
用
者
に
係
る
障

害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
書
面
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
（
第
二
百
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規

定
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

  
 

令
和
三
年
六
月
十
四
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
事

業
者
等
が
行
う
書
面
の
作
成
等
に
関
し
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
等
と
し

た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
九
十
四
号
議
案 

 
 

 

児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

第
二
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
七
節 

雑
則 

 

（
電
磁
的
記
録
等
） 

第
九
十
一
条
の
二 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、

謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
百
四
十
八

条
の
二
及
び
第
二
百
五
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想

定
さ
れ
る
も
の
（
第
十
三
条
第
一
項
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五
十
八
条
、
第
七
十
条
、
第
七

十
七
条
、
第
七
十
七
条
の
二
、
第
八
十
条
、
第
八
十
条
の
九
及
び
第
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
（
第
五
十
四
条
の
五
、
第
五
十
八
条
、
第
七
十
条
、
第
七

十
七
条
、
第
七
十
七
条
の
二
、
第
八
十
条
、
第
八
十
条
の
九
及
び
第
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え

て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情

報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
百
四
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
百
五
十
九
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
等
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
交
付
、
説
明
、
同
意
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
百
四
十
八
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
「
交
付
等
」
と

第
六
節 

多
機
能
型
事
業
所
に
関
す
る
特
例
（
第
八
十
九
条
―
第
九
十
一
条
） 

「
第
六
節 

多
機
能
型
事
業
所
に
関
す
る
特
例
（
第
八
十
九
条
―
第
九
十
一
条
） 

 

第
七
節 

雑
則
（
第
九
十
一
条
の
二
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

三
款 

運
営
に
関
す
る
基
準
（
第
百
四
十
五
条
―
第
百
四
十
八
条
）
」 

「 

第 

関
す
る
基
準
（
第
百
四
十
五
条
―
第
百
四
十
八
条
） 

百
四
十
八
条
の
二
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

「 

第
三
款 

運
営
に 

 

第
四
節 

雑
則
（
第 

「
第
十
四
節 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン 

タ
ー
（
第
二
百
五
十
六
条
―
第
二
百
五
十
八
条
）
」 

（
第
二
百
五
十
六
条
―
第
二
百
五
十
八
条
） 

） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「
第
十
四
節 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー 

 

第
十
五
節 

雑
則
（
第
二
百
五
十
九
条 
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い
う
。
）
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想

定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
交
付
等
の
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
交
付
等
の
相
手

方
が
障
害
児
又
は
通
所
給
付
決
定
保
護
者
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
障
害
児
又
は
当
該
通
所
給
付

決
定
保
護
者
に
係
る
障
害
児
の
障
害
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
書
面
に
代
え

て
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
第
百
四
十
八
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

第
三
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
四
節 

雑
則 

 

（
電
磁
的
記
録
等
） 

第
百
四
十
八
条
の
二 

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
百
一
条
（
第
百
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
百
五
条
第
一
項
（
第
百
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
次
項
に
規
定

す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ

り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
及
び
そ
の
従
業
者
は
、
交
付
等
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い

て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
交
付
等

の
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
交
付
等
の
相
手
方
が
障
害
児
又
は
入
所
給
付
決
定
保
護
者
で

あ
る
場
合
に
は
当
該
障
害
児
又
は
当
該
入
所
給
付
決
定
保
護
者
に
係
る
障
害
児
の
障
害
の
特
性

に
応
じ
た
適
切
な
配
慮
を
し
つ
つ
、
書
面
に
代
え
て
、
電
磁
的
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
四
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。 

 
 

 
 

第
十
五
節 

雑
則 

 

（
電
磁
的
記
録
） 

第
二
百
五
十
九
条 

児
童
福
祉
施
設
及
び
そ
の
職
員
は
、
記
録
、
作
成
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

も
の
の
う
ち
、
こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ

れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
規
定
は
、
令
和

三
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

  
 

令
和
三
年
六
月
十
四
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 
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提 

案 

理 

由 

 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
作
成
等
に
関
し
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ

と
が
で
き
る
こ
と
等
と
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
九
十
五
号
議
案 

埼
玉
県
中
山
間
地
域
ふ
る
さ
と
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
中
山
間
地
域
ふ
る
さ
と
基
金
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
（
平
成
二
年
法
律
第
十
五
号
）
」
を
「
過
疎
地
域

の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
」
に
、
「
過
疎
地

域
及
び
」
を
「
過
疎
地
域
（
同
法
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
十
四
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
区
域
を
含
む
。
）
及
び
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

令
和
三
年
六
月
十
四
日
提
出 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 

  

提 

案 

理 

由 

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
し

た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
九
十
六
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
等
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
埼
玉
県
が
管
理
す
る
県
道
の
構
造
等
の
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第

七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
特
定
道
路
（
県
が
管
理
す
る
県
道
に
限
る
。
）
」
を
「
県
が
管
理
す
る
特
定
道
路

又
は
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
」
に
改
め
、
「
当
該
特
定
道
路
」
の
下
に
「
及
び
当
該
旅
客
特
定

車
両
停
留
施
設
」
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
一
第
三
十
一
号
中
「
横
断
歩
道
橋
等
」
の
下
に
「
、
自
動
運
行
補
助
施
設
」
を
加
え
、

同
表
中
第
四
十
三
号
を
第
四
十
四
号
と
し
、
第
四
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四
十
三 

歩
行
者
利
便
増
進
道
路 

 
 

イ 

歩
行
者
利
便
増
進
道
路
に
設
け
ら
れ
る
歩
道
若
し
く
は
自
転
車
歩
行
者
道
又
は
歩
行
者 

 
 

 

利
便
増
進
道
路
で
あ
る
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
若
し
く
は
歩
行
者
専
用
道
路
に
は
、
歩 

 
 

 

行
者
の
滞
留
の
用
に
供
す
る
部
分
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 

ロ 

イ
に
規
定
す
る
部
分
に
は
、
歩
行
者
利
便
増
進
施
設
等
の
適
正
か
つ
計
画
的
な
設
置
を 

 
 

 

誘
導
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
歩
行
者
利
便
増
進
施
設
等
を
設
置
す
る
場
所
を
確
保
す 

 
 

 

る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
場
所
に
街
灯
、 

 
 

 

ベ
ン
チ
そ
の
他
の
歩
行
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
を
設
け
る 

 
 

 

こ
と
。 

 
 

ハ 

歩
行
者
利
便
増
進
道
路
（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る 

 
 

 

法
律
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
設
特
定
道
路
を
除
く
。
）
は
、
同
項
に
規
定
す
る
道 

 
 

 

路
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
三
第
一
号
中
「
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
（
自

転
車
歩
行
者
専
用
道
路
又
は
歩
行
者
専
用
道
路
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
構

造
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
を
設
け
る
道
路
」
の
下
に
「
及
び
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を

加
え
、
同
号
ロ
中
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
、
「
及
び

第
十
号
」
を
「
、
第
十
号
、
第
四
十
一
号
及
び
第
四
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
歩
道
等
の

舗
装
は
」
を
「
歩
道
等
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
の
舗
装
は
、
平
た
ん
で
、
滑
り
に
く
く
、

か
つ
、
水
は
け
の
良
い
仕
上
げ
と
し
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
歩
道
等
」
の
下
に
「
又
は
自
転
車

歩
行
者
専
用
道
路
等
」
を
加
え
、
同
表
第
二
号
イ
か
ら
へ
ま
で
以
外
の
部
分
中
「
立
体
横
断
施
設
」

の
下
に
「
の
構
造
」
を
加
え
、
同
号
ロ
⑴
中
「
か
ご
」
を
「
籠
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
か
ご
」

を
「
籠
」
に
改
め
、
「
こ
の
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
装
置
」
を
「
設
備
」
に
改

め
、
同
号
ロ
⑶
中
「
か
ご
及
び
」
を
「
籠
及
び
」
に
、
「
に
よ
り
、
か
ご
外
か
ら
か
ご
内
が
」
を

「
又
は
籠
外
及
び
籠
内
に
画
像
を
表
示
す
る
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
籠
外
に
い

る
者
と
籠
内
に
い
る
者
が
互
い
に
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑷
及
び
⑸
中
「
か
ご
」
を
「
籠
」
に
改
め
、
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同
号
ロ
⑹
及
び
⑺
中
「
か
ご
」
を
「
籠
」
に
、
「
装
置
」
を
「
設
備
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑻
及
び

⑼
中
「
か
ご
」
を
「
籠
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑾
中
「
か
ご
」
を
「
籠
」
に
、
「
装
置
」
を
「
設
備
」

に
改
め
、
同
表
第
三
号
イ
及
び
ロ
以
外
の
部
分
中
「
乗
合
自
動
車
停
留
所
」
の
下
に
「
の
構
造
」

を
加
え
、
同
表
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
以
外
の
部
分
中
「
路
面
電
車
停
留
場
等
」
の
下
に
「
の
構

造
」
を
加
え
、
同
表
第
五
号
イ
か
ら
リ
ま
で
以
外
の
部
分
中
「
自
動
車
駐
車
場
」
の
下
に
「
の
構

造
」
を
加
え
、
同
表
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
七
号
と
す
る
。 

 

六 

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
施
設
等 

 
 

イ 

案
内
標
識
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

⑴ 

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
、
傾
斜
路
、
便
所
、 

乗
車
券
等
販
売
所
等
若
し
く
は
休
憩
設
備
（
⑶
に
お
い
て
「
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の

主
要
な
設
備
」
と
い
う
。
）
又
は
⑶
に
規
定
す
る
案
内
板
そ
の
他
の
設
備
の
付
近
に
は
、

こ
れ
ら
の
設
備
が
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
案
内
標
識
を
設
け
る
こ
と
。 

⑵ 

⑴
の
案
内
標
識
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
八
二
一
〇
に
適
合
す
る
こ
と
。 

⑶ 

公
共
用
通
路
に
直
接
通
ず
る
出
入
口
の
付
近
に
は
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
主
要

な
設
備
（
第
六
号
イ
⑶
前
段
の
規
定
に
よ
り
昇
降
機
を
設
け
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
号
イ
⑶
前
段
に
規
定
す
る
他
の
施
設
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
含
む
。
以
下
イ
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
配
置
を
表
示
し
た
案
内
板
そ
の
他
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
移

動
等
円
滑
化
の
た
め
の
主
要
な
設
備
の
配
置
を
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

⑷ 

公
共
用
通
路
に
直
接
通
ず
る
出
入
口
の
付
近
そ
の
他
の
適
切
な
場
所
に
、
旅
客
特
定 

車
両
停
留
施
設
の
構
造
及
び
主
要
な
設
備
の
配
置
を
音
、
点
字
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

視
覚
障
害
者
に
示
す
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

ロ 

視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

⑴ 

歩
道
等
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
、
立
体
横
断
施
設
の
通
路
、
乗
合
自
動
車
停 

留
所
、
路
面
電
車
停
留
場
の
乗
降
場
並
び
に
自
動
車
駐
車
場
及
び
旅
客
特
定
車
両
停
留

施
設
の
通
路
に
は
、
視
覚
障
害
者
の
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
箇
所
に
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
を
敷
設
す
る
こ
と
。 

⑵ 

⑴
の
規
定
に
よ
り
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
が
敷
設
さ
れ
た
旅
客
特
定
車
両
停 

 

留
施
設
の
通
路
と
第
二
号
ロ
⑼
の
基
準
に
適
合
す
る
乗
降
口
に
設
け
る
操
作
盤
、
イ
⑷ 

 

の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
設
備
（
音
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
便
所
の
出
入
口
及 

 

び
第
六
号
ヌ
の
基
準
に
適
合
す
る
乗
車
券
等
販
売
所
と
の
間
の
経
路
を
構
成
す
る
通
路 

 

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
を
敷
設
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
視
覚 

 

障
害
者
の
誘
導
を
行
う
者
が
常
駐
す
る
二
以
上
の
設
備
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該 

 

二
以
上
の
設
備
間
の
誘
導
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
二
以
上
の
設
備
間
の 
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経
路
を
構
成
す
る
通
路
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑶ 

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
階
段
、
傾
斜
路
及
び
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
上
端
及
び
下 

端
に
近
接
す
る
通
路
に
は
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
を
敷
設
す
る
こ
と
。 

 
 

 
⑷ 

視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
の
色
は
、
黄
色
そ
の
他
の
周
囲
の
路
面
と
の
輝
度
比 

 
 

 
 

が
大
き
い
こ
と
等
に
よ
り
当
該
ブ
ロ
ッ
ク
部
分
を
容
易
に
識
別
で
き
る
色
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑸ 

視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
、
視
覚
障
害
者
の
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必 

 
 

 
 

要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
箇
所
に
、
音
声
に
よ
り
視
覚
障
害
者
を
案
内
す
る
設
備
を
設 

 
 

 
 

け
る
こ
と
。 

 
 

ハ 

休
憩
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

⑴ 

歩
道
等
又
は
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
に
は
、
適
当
な
間
隔
で
ベ
ン
チ
及
び
そ
の 

 

上
屋
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
機
能
を
代
替
す
る
た
め
の
施
設
が
既
に
存 

 

す
る
場
合
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限 

 

り
で
な
い
。 

⑵ 

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
休
憩
の
用
に
供
す
る
設
備 

 

を
一
以
上
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
旅
客
の
円
滑
な
流
動
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の 

 

あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑶ 

⑵
の
施
設
に
優
先
席
（
主
と
し
て
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
優
先
的
な
利
用
の
た
め 

に
設
け
ら
れ
る
座
席
を
い
う
。
以
下
⑶
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の 

 

付
近
に
、
当
該
優
先
席
に
お
け
る
優
先
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
表
示
す
る 

 

案
内
標
識
を
設
け
る
こ
と
。 

ニ 

照
明
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑴ 

歩
道
等
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
及
び
立
体
横
断
施
設
に
は
、
照
明
施
設
を
連 

 
 

 
 

続
し
て
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
夜
間
に
お
け
る
当
該
歩
道
等
、
自
転
車
歩
行
者
専
用 

 
 

 
 

道
路
等
及
び
立
体
横
断
施
設
の
路
面
の
照
度
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、 

 
 

 
 

こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 

⑵ 

乗
合
自
動
車
停
留
所
、
路
面
電
車
停
留
場
、
自
動
車
駐
車
場
及
び
旅
客
特
定
車
両
停 

 
 

 
 

留
施
設
に
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め 

 
 

 
 

ら
れ
る
箇
所
に
、
照
明
施
設
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
夜
間
に
お
け
る
当
該
乗
合
自 

 
 

 
 

動
車
停
留
所
、
路
面
電
車
停
留
場
、
自
動
車
駐
車
場
及
び
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の 

 
 

 
 

路
面
又
は
床
面
の
照
度
が
十
分
に
確
保
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

ホ 

歩
道
等
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
等
及
び
立
体
横
断
施
設
に
お
い
て
、
積
雪
又
は
凍 

 
 

 

結
に
よ
り
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
安
全
か
つ
円
滑
な
通
行
に
著
し
く
支
障
を
及
ぼ
す
お 

 
 

 

そ
れ
の
あ
る
箇
所
に
は
、
融
雪
施
設
、
流
雪
溝
又
は
雪
覆
工
を
設
け
る
こ
と
。 

別
表
第
三
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 
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六 

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
構
造 

 
 

イ 

通
路
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

⑴ 

公
共
用
通
路
（
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
旅
客
特
定
車
両
（
道
路
法
施
行
規
則
（
昭 

 
 

 
 

和
二
十
七
年
建
設
省
令
第
二
十
五
号
）
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
自 

 
 

 
 

動
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
停
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
内
に
お
い
て
常
時
一 

 
 

 
 

般
交
通
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
一
般
交
通
用
施
設
で
あ
っ
て
、
旅
客
特
定
車
両
停
留
施 

 
 

 
 

設
の
外
部
に
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
旅
客
特
定
車
両
の
乗
降
口
に
至 

 
 

 
 

る
通
路
の
う
ち
、
乗
降
場
ご
と
に
一
以
上
の
通
路
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ 

 
 

 
 

と
。 

 
 

 

㈠ 

有
効
幅
員
は
、
規
則
で
定
め
る
幅
員
以
上
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

㈡ 

戸
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
戸
の
有
効
幅
は
、
規
則
で
定
め
る
幅
以
上
と
し
、
自

動
的
に
開
閉
す
る
構
造
又
は
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る

構
造
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

㈢ 

車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
差
を
設
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、 

 
 

 
 

傾
斜
路
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

⑵ 

⑴
の
一
以
上
の
通
路
（
以
下
「
移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
」
と
い
う
。
）
に
お
い 

て
床
面
に
高
低
差
が
あ
る
場
合
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
又
は
傾
斜
路
を
設
け
る
こ
と
。
た 

だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー 

（
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、 

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
以
外
の
昇
降
機
で
あ
っ
て
車
椅
子
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た 

構
造
の
も
の
）
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑶ 

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
隣
接
し
て
お
り
、
か
つ
、
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
と 

一
体
的
に
利
用
さ
れ
る
他
の
施
設
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
ハ
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に 

限
る
。 

）
又
は
傾
斜
路
（
ニ
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
利
用
す
る
こ
と 

に
よ
り
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
旅
客
特
定
車
両
が
停
留
す 

る
こ
と
が
で
き
る
時
間
内
に
お
い
て
常
時
公
共
用
通
路
と
旅
客
特
定
車
両
の
乗
降
口
と 

の
間
の
移
動
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
⑵
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が 

で
き
る
。
管
理
上
の
理
由
に
よ
り
昇
降
機
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
も
、 

ま
た
同
様
と
す
る
。 

⑷ 

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
通
路
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

 
 

㈠ 

床
の
表
面
は
、
平
た
ん
で
、
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
と
す
る
こ
と
。 

㈡ 

段
差
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
段
差
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

(イ) 

踏
面
の
端
部
の
全
体
と
そ
の
周
囲
の
部
分
と
の
色
の
輝
度
比
が
大
き
い
こ
と
等 

に
よ
り
段
差
を
容
易
に
識
別
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 
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(ロ) 

段
鼻
の
突
き
出
し
そ
の
他
の
つ
ま
ず
き
の
原
因
と
な
る
も
の
を
設
け
な
い
構
造 

と
す
る
こ
と
。 

ロ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
と
公
共
用
通
路
の
出
入
口
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す 

る
こ
と
。 

⑴ 
有
効
幅
は
、
規
則
で
定
め
る
幅
以
上
と
す
る
こ
と
。 

⑵ 

戸
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
戸
の
有
効
幅
は
、
規
則
で
定
め
る
幅
以
上
と
し
、
自
動 

 

的
に
開
閉
す
る
構
造
又
は
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造 

 

と
す
る
こ
と
。 

⑶ 

車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
差
を
設
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、 

 

傾
斜
路
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

ハ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
設
け
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す 

る
こ
と
。 

 
 

 

⑴ 

籠
の
寸
法
並
び
に
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
有
効
幅
は
、
規
則
で
定
め
る
値
以
上 

と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑵ 

籠
内
に
、
車
椅
子
使
用
者
が
乗
降
す
る
際
に
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
を
確
認
す
る 

 
 

 
 

た
め
の
鏡
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
籠
の
出
入
口
が
複
数
あ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
あ 

 
 

 
 

っ
て
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗
降
で
き
る
構
造
の
も
の
（
開
閉
す
る
籠
の
出
入
口 

を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

⑶ 

第
二
号
ロ
⑶
か
ら
⑾
ま
で
に
掲
げ
る
構
造
と
す
る
こ
と
。 

 
 

⑷ 

台
数
、
籠
の
内
法
幅
及
び
内
法
奥
行
き
は
、
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
高
齢
者
、 

 
 

 

障
害
者
等
の
利
用
の
状
況
を
考
慮
し
て
定
め
る
こ
と
。 

 
 

ニ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
設
け
る
傾
斜
路
（
そ
の
踊
場
を
含
む
。
）
の
構
造
は
、 

 
 

 

次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お 

 
 

 

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 

⑴ 

有
効
幅
員
は
、
規
則
で
定
め
る
幅
員
以
上
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑵ 

縦
断
勾
配
は
規
則
で
定
め
る
値
以
下
と
し
、
横
断
勾
配
は
設
け
な
い
こ
と
。 

 
 

 

⑶ 

規
則
で
定
め
る
高
さ
を
超
え
る
傾
斜
路
に
あ
っ
て
は
、
規
則
で
定
め
る
踏
み
幅
以
上 

の
踊
場
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 

 

⑷ 

床
の
表
面
は
、
平
た
ん
で
、
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑸ 

第
二
号
ハ
⑶
、
⑸
及
び
⑹
に
掲
げ
る
構
造
と
す
る
こ
と
。 

 
 

ホ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
設
け
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と 

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
⑶
及
び
⑷
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
が
隣
接
し
た

位
置
に
設
け
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
一
の
み
が
適
合
し
て
い
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
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る
。 

 
 

 

⑴ 

上
り
専
用
の
も
の
と
下
り
専
用
の
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
旅 

 
 

 
 

客
が
同
時
に
双
方
向
に
移
動
す
る
こ
と
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 
⑵ 

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
上
端
及
び
下
端
に
近
接
す
る
通
路
の
床
面
等
に
お
い
て
、
当
該 

 
 

 
 

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
へ
の
進
入
の
可
否
を
示
す
こ
と
。
た
だ
し
、
上
り
専
用
又
は
下
り
専 

 
 

 
 

用
で
な
い
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 

⑶ 

踏
み
段
の
有
効
幅
は
、
規
則
で
定
め
る
幅
以
上
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑷ 

踏
み
段
の
面
を
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
昇
降
す
る
た
め
に
必
要
な
広
さ
と
す
る
こ 

 
 

 
 

と
が
で
き
る
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
車
止
め
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

⑸ 

第
二
号
ニ
⑵
及
び
⑶
に
掲
げ
る
構
造
と
す
る
こ
と
。 

⑹ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
設
け
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
は
、
当
該
エ
ス
カ
レ
ー 

タ
ー
の
行
き
先
及
び
昇
降
方
向
を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 

へ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
設
け
る
階
段
は
、
第
二
号
へ
⑵
か
ら
⑺
ま
で
、
⑼
及
び 

⑽
に
掲
げ
る
構
造
と
す
る
こ
と
。 

 
 

ト 

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
乗
降
場
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑴ 

床
の
表
面
は
、
平
た
ん
で
、
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑵ 

旅
客
特
定
車
両
の
通
行
方
向
に
平
行
す
る
方
向
の
縦
断
勾
配
は
、
規
則
で
定
め
る
値 

 
 

 
 

以
下
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑶ 

横
断
勾
配
は
、
規
則
で
定
め
る
値
以
下
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

⑷ 

乗
降
場
の
縁
端
の
う
ち
、
誘
導
車
路
そ
の
他
の
旅
客
特
定
車
両
の
通
行
、
停
留
又
は 

 
 

 
 

駐
車
の
用
に
供
す
る
場
所
（
以
下
⑷
に
お
い
て
「
旅
客
特
定
車
両
用
場
所
」
と
い
う
。
） 

 
 

 
 

に
接
す
る
部
分
に
は
、
柵
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
そ
の
他
の
視
覚
障
害
者
の 

 
 

 
 

旅
客
特
定
車
両
用
場
所
へ
の
進
入
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

 

⑸ 

当
該
乗
降
場
に
接
し
て
停
留
す
る
旅
客
特
定
車
両
に
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗
降 

 
 

 
 

で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

チ 

旅
客
特
定
車
両
の
運
行
に
関
す
る
情
報
を
文
字
等
に
よ
り
表
示
す
る
た
め
の
設
備
及
び 

 
 

 

音
声
に
よ
り
提
供
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
気
設
備
が
な
い
場
合 

 
 

 

そ
の
他
技
術
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

リ 

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
に
便
所
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
便
所
の
構
造
は
、
次
の
と 

お
り
と
す
る
こ
と
。 

⑴ 

便
所
の
出
入
口
付
近
に
、
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
（
当
該
区
別
が
あ
る
場
合
に 

限
る
。
）
並
び
に
便
所
の
構
造
を
視
覚
障
害
者
に
示
す
た
め
の
点
字
に
よ
る
案
内
板
そ

の
他
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

⑵ 

床
の
表
面
は
、
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
と
す
る
こ
と
。 
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⑶ 

男
子
用
小
便
器
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
以
上
の
床
置
式
小
便
器
、
壁
掛
式 

小
便
器
（
受
け
口
の
高
さ
が
規
則
で
定
め
る
高
さ
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
小
便
器
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
当
該
小
便
器
に
は
、
手
す
り
を
設
け
る

こ
と
。 

⑷ 
便
所
の
う
ち
一
以
上
の
便
所
は
、
次
の
㈠
又
は
㈡
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適 

 

合
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

㈠ 

便
所
（
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
便
所
）
内
に 

 
 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
を
有
す
る
便
房
が
設
け
ら
れ
て 

 
 

い
る
こ
と
。 

 

㈡ 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
を
有
す
る
便
所
で
あ
る
こ
と
。 

⑸ 

⑷
㈠
の
便
房
を
設
け
る
便
所
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
と
便
所
と
の
間
の
経
路
に
お
け
る
通
路
の
う
ち
一
以 

上
の
通
路
は
、
第
五
号
ニ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
構
造
と
す
る
こ
と
。 

㈡ 

出
入
口
の
有
効
幅
は
、
規
則
で
定
め
る
幅
以
上
と
す
る
こ
と
。 

㈢ 

出
入
口
に
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
を
設
け
な
い
こ 

と
。
た
だ
し
、
傾
斜
路
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

㈣ 

出
入
口
に
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
を
有
す
る
便 

房
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
案
内
標
識
を
設
け
る
こ
と
。 

㈤ 

出
入
口
に
戸
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
戸
の
有
効
幅
は
、
規
則
で
定
め 

る
幅
以
上
と
し
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造
と
す

る
こ
と
。 

㈥ 

車
椅
子
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
広
さ
を
確
保
す
る
こ
と
。 

⑹ 

⑷
㈠
の
便
房
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

出
入
口
に
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
を
設
け
な
い
こ 

と
。 

㈡ 

出
入
口
に
は
、
当
該
便
房
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造 

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
案
内
標
識
を
設
け
る
こ
と
。 

㈢ 

腰
掛
便
座
及
び
手
す
り
を
設
け
る
こ
と
。 

㈣ 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
を
有
す
る
水
洗
器
具
を
設
け 

る
こ
と
。 

㈤ 

出
入
口
の
有
効
幅
は
、
規
則
で
定
め
る
幅
以
上
と
す
る
こ
と
。 

㈥ 

出
入
口
に
戸
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
戸
の
有
効
幅
は
、
規
則
で
定
め 

る
幅
以
上
と
し
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造
と
す

る
こ
と
。 
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㈦ 

車
椅
子
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
広
さ
を
確
保
す
る
こ
と
。 

⑺ 

⑷
㈡
の
便
所
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

㈠ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
と
便
所
と
の
間
の
経
路
に
お
け
る
通
路
の
う
ち
一
以 

上
の
通
路
は
、
第
五
号
ニ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。 

㈡ 
出
入
口
の
有
効
幅
は
、
規
則
で
定
め
る
幅
以
上
と
す
る
こ
と
。 

㈢ 

出
入
口
に
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
を
設
け
な
い
こ 

と
。
た
だ
し
、
傾
斜
路
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

㈣ 

出
入
口
に
戸
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
戸
の
有
効
幅
は
、
規
則
で
定
め 

る
幅
以
上
と
し
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造
と
す

る
こ
と
。 

㈤ 

車
椅
子
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
広
さ
を
確
保
す
る
こ
と
。 

㈥ 

出
入
口
に
は
、
当
該
便
所
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造 

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
案
内
標
識
を
設
け
る
こ
と
。 

㈦ 

腰
掛
便
座
及
び
手
す
り
を
設
け
る
こ
と
。 

㈧ 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
を
有
す
る
水
洗
器
具
を
設
け 

る
こ
と
。 

 
 

ヌ 

乗
車
券
等
販
売
所
、
待
合
所
又
は
案
内
所
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
乗
車
券
等
販
売
所
等
」 

と
い
う
。
）
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

 
 

⑴ 

乗
車
券
等
販
売
所
等
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
の
構
造
は
、
次
の
と
お 

り
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

㈠ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
と
乗
車
券
等
販
売
所
等
と
の
間
の
通
路
は
、
イ
⑴
㈠ 

 
 

 
 

か
ら
㈢
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 

㈡ 

出
入
口
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
の
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る 

こ
と
。 

 
 

 
 

(イ) 

有
効
幅
は
、
規
則
で
定
め
る
幅
以
上
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

(ロ) 

戸
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
戸
の
有
効
幅
は
、
規
則
で
定
め
る
幅
以
上
と
し
、 

 
 

 
 

 

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

(ハ) 

車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
差
を
設
け
な
い
こ
と
。
た
だ 

し
、
傾
斜
路
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 

㈢ 

カ
ウ
ン
タ
ー
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
は
、
車
椅
子
使
用
者
の
円
滑 

な
利
用
に
適
し
た
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
常
時
勤
務
す
る
者
が
容
易

に
カ
ウ
ン
タ
ー
の
前
に
出
て
対
応
で
き
る
構
造
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 

⑵ 

乗
車
券
等
販
売
所
又
は
案
内
所
（
勤
務
す
る
者
を
置
か
な
い
も
の
を
除
く
。
）
は
、 

 
 

 
 

聴
覚
障
害
者
が
文
字
に
よ
り
意
思
疎
通
を
図
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場 
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合
に
お
い
て
は
、
当
該
設
備
を
保
有
し
て
い
る
旨
を
当
該
乗
車
券
等
販
売
所
又
は
案
内 

 
 

 
 

所
に
表
示
す
る
こ
と
。 

 
 

ル 

乗
車
券
等
販
売
所
に
券
売
機
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
は
、
高
齢
者
、
障 

 
 

 
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
乗
車
券
等
の
販
売
を
行 

 
 

 

う
者
が
常
時
対
応
す
る
窓
口
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

別
表
第
三
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

八 

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
を
使
用
し
た
役
務
の
提
供
の
方
法 

 
 

イ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
お
け
る
役
務
の
提
供
の
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る 

こ
と
。 

 
 

⑴ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
設
け
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る 

基
準
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

 
 

 

㈠ 

籠
内
に
つ
い
て
は
、
第
六
号
ハ
⑵
た
だ
し
書
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、 

当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
開
閉
す
る
籠
の
出
入
口
が
音
声
に
よ
り
知
ら
さ
れ
る
よ
う

に
す
る
こ
と
。 

 
 

 

㈡ 

籠
内
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
ロ
⑺
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備 

を
使
用
し
て
、
籠
が
到
着
す
る
階
並
び
に
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
の
閉
鎖
が

音
声
に
よ
り
知
ら
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 
 

 

㈢ 

乗
降
ロ
ビ
ー
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
ロ
⑾
本
文
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、 

 
 

 
 

当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
到
着
す
る
籠
の
昇
降
方
向
が
音
声
に
よ
り
知
ら
さ
れ
る
よ 

う
に
す
る
こ
と
。 

 
 

 

㈣ 

籠
内
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
ロ
⑾
た
だ
し
書
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、 

当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
が
開
い
た
時
に
籠
の
昇
降

方
向
が
音
声
に
よ
り
知
ら
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 
 

⑵ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
設
け
る
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
（
エ
レ 

ベ
ー
タ
ー
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
車
椅
子
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
の
も

の
に
つ
い
て
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
当
該
昇
降
機
を
円
滑
に
利
用
す
る
た
め
に
必
要
と

な
る
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
昇
降
機
を
使
用
し
な
く
て
も
円
滑
に
昇

降
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

⑶ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
に
つ
い
て
は
、
照
明
施
設
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、 

当
該
照
明
施
設
を
使
用
し
て
、
適
切
な
照
度
を
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
日
照
等
に

よ
っ
て
当
該
照
度
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

ロ 

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
第
六
号
ホ
⑹
の
設
備
が 

設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
行
き
先
及

び
昇
降
方
向
が
音
声
に
よ
り
知
ら
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 
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ハ 

旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
階
段
に
つ
い
て
は
、
照
明
施
設
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、 

 
 

 

当
該
照
明
施
設
を
使
用
し
て
、
適
切
な
照
度
を
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
日
照
等
に
よ 

 
 

 

っ
て
当
該
照
度
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

ニ 
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
乗
降
場
に
つ
い
て
は
、
ス
ロ
ー
プ
板
そ
の
他
の
車
椅
子
使 

 
 

 

用
者
が
円
滑
に
乗
降
す
る
た
め
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し 

 
 

 

て
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗
降
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
。 

 
 

 

た
だ
し
、
当
該
設
備
を
使
用
し
な
く
て
も
円
滑
に
乗
降
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な 

 
 

 

い
。 

 
 

ホ 

旅
客
特
定
車
両
の
運
行
に
関
す
る
情
報
の
提
供
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

 
 

⑴ 

旅
客
特
定
車
両
の
運
行
に
関
す
る
情
報
を
文
字
等
に
よ
り
表
示
す
る
た
め
の
設
備
が 

備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該
情
報
が
文
字
等
に
よ
り
適
切

に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
文
字
等
に
よ
る
表
示
が
困
難
な
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

⑵ 

旅
客
特
定
車
両
の
運
行
に
関
す
る
情
報
を
音
声
に
よ
り
提
供
す
る
た
め
の
設
備
が
備 

え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
当
該
情
報
が
音
声
に
よ
り
提
供
さ
れ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
音
声
に
よ
る
提
供
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

へ 

便
所
に
お
け
る
役
務
の
提
供
の
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

 
 

⑴ 

便
所
の
出
入
口
付
近
に
つ
い
て
は
、
第
五
号
リ
⑴
の
設
備
（
音
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
） 

 
 

 

が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
（
当 

 
 

 

該
区
別
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
便
所
の
構
造
が
音
に
よ
り
視
覚
障
害
者
に
示 

 
 

 

さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 
 

⑵ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
と
第
五
号
リ
⑷
㈠
の
便
房
が
設
け
ら
れ
た
便
所
又
は
同 

 
 

 

号
リ
⑷
㈡
の
便
所
と
の
間
の
経
路
に
お
け
る
通
路
に
つ
い
て
は
、
照
明
施
設
が
設
け
ら 

 
 

 

れ
た
場
合
に
は
、
当
該
照
明
施
設
を
使
用
し
て
、
適
切
な
照
度
を
確
保
す
る
こ
と
。
た 

 
 

 

だ
し
、
日
照
等
に
よ
っ
て
当
該
照
度
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

ト 

乗
車
券
等
販
売
所
等
に
お
け
る
役
務
の
提
供
の
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

 
 

⑴ 

乗
車
券
等
販
売
所
等
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

 
 

 

㈠ 

移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
通
路
と
乗
車
券
等
販
売
所
等
と
の
間
の
経
路
に
お
け
る
通 

路
に
つ
い
て
は
、
照
明
施
設
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
照
明
施
設
を
使
用
し

て
、
適
切
な
照
度
を
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
日
照
等
に
よ
っ
て
当
該
照
度
が
確
保

さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 

㈡ 

第
六
号
ヌ
⑴
㈢
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
車
椅
子
使
用
者
か 

 
 

 
 

ら
の
求
め
に
応
じ
、
常
時
勤
務
す
る
者
が
カ
ウ
ン
タ
ー
の
前
に
出
て
対
応
す
る
こ
と
。 
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⑵ 

乗
車
券
等
販
売
所
又
は
案
内
所
（
勤
務
す
る
者
を
置
か
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
つ 

 

い
て
は
、
第
六
号
ヌ
⑵
の
設
備
が
備
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
聴
覚
障
害
者
か
ら
の
求
め 

 

に
応
じ
、
当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
文
字
に
よ
り
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
。 

 
 

チ 
第
六
号
ル
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
同
号
ル
た
だ
し
書
の
窓
口
に 

 
 

 

つ
い
て
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
か
ら
の
求
め
に
応
じ
、
乗
車
券
等
の
販
売
を
行
う
こ
と
。 

リ 

公
共
用
通
路
に
直
接
通
ず
る
出
入
口
の
付
近
そ
の
他
の
適
切
な
場
所
に
つ
い
て
は
、
第 

七
号
イ
⑷
の
設
備
（
音
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
設
備

を
使
用
し
て
、
旅
客
特
定
車
両
停
留
施
設
の
構
造
及
び
主
要
な
設
備
の
配
置
が
音
に
よ
り

視
覚
障
害
者
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

ヌ 

視
覚
障
害
者
の
誘
導
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 

⑴ 

第
七
号
ロ
⑴
の
通
路
に
つ
い
て
は
、
同
号
ロ
⑸
の
設
備
が
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、 

当
該
設
備
を
使
用
し
て
、
音
声
に
よ
り
視
覚
障
害
者
を
誘
導
す
る
こ
と
。 

⑵ 

第
七
号
ロ
⑵
た
だ
し
書
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
視
覚
障
害
者
の
誘
導
を 

行
う
者
が
常
駐
す
る
二
以
上
の
設
備
間
の
誘
導
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
三
年
六
月
十
四
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

道
路
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
歩
行
者
利
便
増
進
道
路
の
構
造
の
技
術
的
基
準
等
を
定
め
る

等
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 




